
資料 家庭教育講演会の開催方法等について

①市が求められる取組 …講座等の学習機会の提供、情報提供等

【教育基本法】
第10条（家庭教育） 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するもの
であって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調
和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び
情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならな
い。

【社会教育法】
第5条（市町村の教育委員会の事務）
7 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育
に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。

■市主催「家庭教育講演会」 ➡今回の検討課題

…小・中学生を持つ親への家庭教育支援を図る。

■PTA主催「家庭教育学級」運営支援

…講座の企画・運営方法の資料提供、講師謝礼の一部補助

■学校の就学時健康診断、学校説明会時の保護者向け講座の実施

…埼玉県家庭教育アドバイザーの派遣、各学校が講座を実施する際の講師謝礼の一部補助。

■その他（公民館担当、図書館担当）

…親子で参加ができる講座の開催（料理、工作、ベビー体操、読み聞かせ）

②戸田市生涯学習課の取組

■参加者の確保

・他の生涯学習主催講座に比べ、会場参加者が少ない。

（参加者による講座内容の評価は高価）

・ターゲットとなる保護者の参加を増加させたい

…保護者の参加者数を学校ごとに集計するが偏りがある。

（参加0人の学校あり。家庭数10,267世帯）

…女性の保護者の参加が多い。

■情報発信・啓発方法は適切か

…支援が必要な保護者・課題を抱えた保護者は来ているか？・情報が伝わっているか？

③「家庭教育講演会」に関する課題



従来（H20～R3） R4～（コロナ禍以降）

受講方法
・対面
※R3からｵﾝﾗｲﾝ・ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞを導入

・対面
・オンデマンド（会場での講座の様子を撮影・
動画編集し、申込者限定配信）

日時 10月・平日 午前10時30分～（90分） 会場：10月・土曜 午後2時～（90分）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ：視聴期間２週間

会場 新曽公民館大ホール ※託児あり 市役所５階会議室（閉庁日） ※託児あり
実施形態 講師による講話を基本とする 講師による講話を基本とする

周知方法
・広報（町会会員）※文字のみ6～7行
・PTA会長からPTA会員へ周知依頼
※H26から一般市民も募集

・広報9月号（全戸配布）※文字のみ6～7行
・市公式SNS、市ホームページ
・チラシの配布（市内公共施設、市内3駅）
・学校を介して保護者へ案内（R5まで）

申込期間・
方法

各学校PTAで参加者をとりまとめ
※学校ごとの動員を要請していた

市へ直接申込
・１か月程度（9月1日～講座開催日前日）
・電話、FAX、メール、ｵﾝﾗｲﾝ（申込ﾌｫｰﾑ）

テーマ設定 社会教育指導員を中心に決定 受講者ｱﾝｹｰﾄも参考に社会教育指導員が中心に決定

【参考②】「家庭教育講演会」開催方法

※R2年度まで新曽公民館大ホールで実施。R3年度から市役所5階会議室で実施。
R2年度：新型コロナのため人数を絞って開催。
R3年度：「平日午前の参加が厳しい」「動員が難しい」という声を受けて、従来はPTAから動員をしてい

たが、参加希望者が市へ直接申込を行うことに変更。

開催年度 テーマ 参加者数（ｶｯｺ内は小・中の保護者参加数）

R2 ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙやネットいじめから子どもを守る
～最新事例とその対処法～ 会場２８人

R3
生きてるだけで１００点満点
※障害のある子の子育ての内容

会場４０人（小１７，中８）
ｵﾝﾗｲﾝ３９人（小２５,中１０）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ申込１１７人（小７０,中１７）

R4 子供の能力を最大限発揮させる食べ方のコツ
～食でカラダ革命～

会場２１人（小４,中７）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ申込９４人（小５２,中２０）

R5 子育てにおけるスマホと生活習慣
～脳に与える影響は～

会場２７人（小４,中３）
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ申込１１３人（小５３,中１８）

R6 睡眠の質を上げよう
～良い眠りがこどもの心と体を育てる～

※市役所大会議室及びオンデマンド実施
会場：10月12日（土）14時開始

【参考①】「家庭教育講演会」近年のテーマと参加者数


